
認定こども園運営の条件 
 
１． 認定こども園の運営  

(1) 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼稚園教育要領（平成 20 年 3 月 28
日文部科学省告示第 26 号）及び保育所保育指針（平成 20 年 3 月 28 日厚生労働省告

示第 141 号。以下「保育指針」という。）に基づかなければならない。 
(2) 要項の「11．法人の選考」により選定された法人（以下「法人」という。）が直接、

当該認定こども園を運営し管理すること。  
(3) 法人は平成 23 年 4 月 1 日に支障なく開園できるよう、運転資金・人材をはじめ、

必要な準備を行うこと。  
(4) 本市における認定こども園のモデル園として、様々な角度からの研究やノウハウを

蓄積し、その成果等を本市に提供すること。  
(5) 法人が運営する認定こども園は幼保連携型とし、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）及び大阪府認定こ

ども園の認定の基準に関する条例（平成 18 年条例第 88 号）を順守した教育、保育を

行うとともに、「高石市教育基本方針」に沿った教育を行うこと。 
(6) 保育所の児童については、高石市在住とする。 
(7) 幼稚園の児童については、高石市在住を中心に募集すること。 

 
２． 認定こども園の概要  

(1) 幼稚園  
① 幼稚園教育要領の目標を達成する教育の提供を行う。  
② 定員 （想定）95 名 
  年齢別定員 

３歳児 ４歳児 ５歳児 
25 名 35 名 35 名 

 (2) 保育所  
① 保育指針の目標を達成する保育の提供を行う。  
② 定員 （想定）120 名 
年齢別定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

12 名 15 名 18 名 18 名 28 名 29 名 

(3) クラス編成  
３～５歳児の共通利用時間においては、３歳児は 25 人以下、４・５歳児は 35 人以

下の子どもで構成される学級を編成し、各学級に担任及び副担任を置くこと。  
 

 
 



３． 事業の内容  
(1)  通常保育 
 産休明け保育を実施するとともに、保育時間は午前7時から午後7時までとすること。 

  (2)  合同保育事業 
  就労に関わらずに子どもを受け入れ、共通利用時間（４時間程度）については、幼児

教育・保育を一体的に提供する。 
① ３歳から５歳のすべての児童について、幼児教育を行う。 
② 幼稚園児（短時間児）、保育所児（長時間児）の区別なくクラス編成する。 

 (3）地域における子育て支援事業  
全ての子育て家庭に対して、子育て不安に対応した相談や親子の集いの場等を提供す

る。 
① 事業の実施は、原則として専用の部屋で行うものとすること。 
② 既存の公立・私立子育て支援センターと連携をとること。  
③ 地域活動事業（フリースペースなど）を実施すること。 

 (4) 食育・給食事業 
   給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、食育の推進を実施すること。 

① 保育所児については、給食は月曜から土曜日まで実施すること。また、幼稚園児に

も給食を提供すること。  
※保育所児は３歳以上児の主食代のみ実費徴収し、幼稚園児は全額実費徴収する。  

② 安全な食材を確保し、主食を含み、麺類、おかず、おやつについて、季節感のある

ものを適時・適温にて提供すること。  
③ 健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、アレルギー対応については除去

食を行い、代替食で対応すること。  
④ 給食は、施設職員により自園調理し提供するものとする。調理員の配置については、

公立保育所と同様とすること。 
⑤ 栄養士の配置については、調理員で、かつ栄養士の資格を有するものの配置を考慮

すること。ただし、栄養士の配置が困難な場合は、他の事業所との栄養士をもって

献立ができる体制をとること。 
(5) 障がい児保育 
  障がい児を受け入れ、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していく

ことに配慮して指導する総合保育を実施すること。 
職員配置…障がい児童の児童数に応じて、加配すること。  

 (6) ３歳児保育 
    市立幼稚園で実施している４・５歳児による保育に、３歳児も加えた幼児教育を行う。 

① 対象児童…保育に欠けない３歳児 
② ３歳児における集団生活の実践と発達段階に合わせた幼児教育を実施すること。 

 (7) 預かり保育事業 （幼稚園） 
① 対象児童…当該幼稚園の園児で、保護者の申請に基づき施設長が預かり保育を必要

と認める園児  
②  職員配置…預かり保育の利用児童数に応じて、必要な職員（幼稚園教諭又は保育



士）を配置すること。  
③ 間食…対象児童に間食を提供すること。また、長期休業日に預かり保育を実施する

園児に対しては、昼食の提供を行うこと。  
④ 預かり保育料…預かり保育に係る費用を保護者から徴収することができる。  

(8) 延長保育事業 （保育所） 
  19 時から 21 時までの延長保育の実施すること。 

① 対象児童…日中から当該保育所で保育されている児童で、保護者の申請に基づき  
施設長が保育時間の延長を必要と認める児童  

② 職員配置…延長保育の利用児童数に応じて、必要な保育士を２名以上配置すること。

なお、内１名は常勤保育士とすること。  
③ 間食 間食対象児童に間食提供すること。 
④ 延長保育料…延長保育に係る費用を保護者から徴収することができる。  

(9) 一時保育 
    保護者の疾病等により家庭保育が一時的に困難になった乳幼児について、昼間にお

いて認定こども園で一時的に預かる。 
① 対象児童…保育所を利用していない家庭の児童で、保護者の申請に基づき施設長が  
保育時間の延長を必要と認める児童  

② 職員配置…一時保育の利用児童数に応じて、必要な保育士を配置すること。  
③ 一時保育料…一時保育に係る費用を保護者から徴収することができる。  

(10) 休日保育 
① 対象児童…高石市内に住所を有し、保護者の就労等で家庭での保育が困難な就学前

の児童。  
② 職員配置…休日保育の利用児童数に応じて、必要な保育士を２名以上配置すること。

なお、内１名は常勤保育士とすること。  
   ③ 休日保育料…休日保育に係る費用を保護者から徴収することができる。  

(11) 病児・病後児保育《体調不良型対応》 
     児童が保育中に発熱するなど体調不良になった場合、認定こども園の専用スペース

において看護師等が保育する。 
① 対象児童…保育中に体調不良となった児童。  
② 職員配置…看護師１名以上配置すること。 

 
４． その他運営の内容  
  (1) 現在の保育所・幼稚園の名称を継承すること。 
    (2) 認定こども園の行事については、保護者も含めて幼稚園と保育所が協力して行う

こと。 
(3) 小学校及び中学校との連携事業を実施すること。 
(4) 幼児教育・保育の向上につながる職員研修に積極的に参加すること。 
(5) 幼児教育及び保育内容等情報を開示するなど、本市の幼保連携の推進に協力する

こと。 
(6) 教育関係機関及び児童福祉関係機関との連携・協力に努めること。  



(7) 地域に開かれた社会資源として、認定こども園に有する専門的機能を地域の子育

て家庭のために活用すること。  
(8) 保護者・園児等の個人情報の取扱いには特に注意を払い、情報の流出が生じない

よう対策を施すこと。  
(9) 事故が発生した場合は、状況に応じて、その原因、状況及びこれに対する処置を

高石市・高石市教育委員会及び保護者に報告するとともに、責任を持って対処する

こと。  
(10) 緊急時・災害時の対応を事前に高石市・高石市教育委員会及び保護者に明確にす

ること。  
(11) 事業運営にあたり、地元自治会、周辺住民等と充分な意見調整を行うこと。 

 (12) 公立幼稚園及び公立保育所との交流行事については、積極的に参加すること。 
(13) 今回認定こども園運営を行うこととなった場合、既設の幼稚園・保育所は廃止し

ないこと。 
(14) 制服・道具箱等個人用具については、現在使用のものを在園中は認めること。 
(15) 幼稚園教諭・保育士の年齢構成については、経験年数を有する職員を一定数配置

するように努めること。（目途は３年以上経験者３分の１以上） 
(16) 健康診断は、公立保育所、幼稚園と同様に実施すること。 
(17) 保護者会は、現行どおりとする。法人は施設、備品の貸し出しに協力すること。

また、保護者会が実施する行事等については誠意をもって対応すること。 
 (18) 引継ぎについては、一年間かけて行うものとし、その実施にあたっては保護者の

意見を聞くとともに、幼稚園・保育所と運営法人が連携し引継ぎを行うこと。引継

ぎに係る経費については、市が負担する。 
(19) 保育料以外の特別徴収については、現在、公立で負担している以外の負担は原則

として行わないこと。 
(20) 現に高石市において実施している保育内容を考慮し、運営をすること。また、移

管後の保育の実施を検証するため、保護者、法人、高石市・高石市教育委員会で構

成する協議会を設置すること。 
(21) 事業実施については、高石市・高石市教育委員会への報告及び高石市の立入り調

査等について協力すること。 
(22) 保育所の休園日は、12 月 30 日から１月４日と日曜日及び祝日とすること。 
(23) 保育所の保育士配置については、１歳児は、５：１とし、４歳児については、延

長保育関連で２名配置とし、５歳児については、障害児加配をすること。 
(24) 看護師を正職で配置すること。 
(25) 保育所の定員弾力化の運用については、110 パーセント程度の範囲で行うこと。 
(26) 福祉サービス第三者評価を定期的に受けること。 
(27) 高石市と締結する各契約事項等については、信義誠実の原則に基づいて履行する

こと。 
(28) その他の認定こども園の事業内容については、高石市・高石市教育委員会と協議

すること。 
 



５． 保育料等  
（1）保育園児については、高石市保育所徴収金額に準拠して定めること。  
（2）幼稚園児については、近隣の私立幼稚園保育料等との均衡を図ること。  
（3）保育料・その他納付金・徴収金については、家計に与える影響を考慮し、高石市・

高石市教育委員会と協議すること。  
(4) 認定こども園の幼稚園に入園する児童で、市立取石幼稚園区園児については、平成

23 年度から３年間、入園料、保育料等について、別途、高石市教育委員会と協議する

こと。 
 
６． 運営経費  

(1) 保育所部分 
① 保育所運営費（児童福祉法第 51 条第４号に規定する費用（就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第 13 条第 2 項の規定を適用す

る。） 
② 市が定める各種事業費補助 
③ 保育料及び保護者が負担するその他園納付金等 
 

 (2) 幼稚園部分 
① 大阪府及び国の経常費補助及び各種補助  
② 高石市私立幼稚園就園奨励費補助  
③ 保育料及び保護者が負担するその他園納付金等 

 
７． 保護者との連携  

認定こども園の運営にあたり、法人は保護者との意思疎通を図り、質問・要望には責

任を持って対応すること。 
 


